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株式会社⽇本エム・ディ・エム 
 

コーポレートガバナンスに関する基本⽅針 
 
序⽂ 

当社は「最先端の優れた医療機器の開発と販売を通じて、医療に貢献する」を経営理
念としており、医療に関わる事業を展開することにより、社会的な使命・責任を果た
すとともに、株主をはじめとしたステークホルダーとの信頼関係の維持・向上のた
めに、会社の持続的な成⻑と中⻑期的な企業価値の向上を実現すべく、コーポレート
ガバナンスの強化を⽬的とし基本⽅針（以下「本⽅針」という。）を策定する。 
 

第１章 総則 
 
（コーポレートガバナンスの基本的な考え⽅） 
第１条 当社は、当社グループの企業価値を⼀層⾼めるため、コーポレートガバナンスの

充実に継続的に取り組む。 
２ 当社は、当社グループの持続的な成⻑及び中⻑期的な企業価値の向上を図る観点

から、当社の意思決定の透明性・公正性を確保するとともに、保有する経営資源
を有効に活⽤し、迅速・果断な意思決定により経営の活⼒を増⼤させることがコ
ーポレートガバナンスの要諦であると考え、次の基本的な考え⽅に沿って、コー
ポレートガバナンスの充実に取り組む。 
(i) 株主の権利を尊重し、平等性を確保する。 
(ii) 株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダー

と適切に協働する。 
(iii) 会社情報を適切に開⽰し、透明性を確保する。 
(iv) 独⽴社外取締役が意思決定の透明性・公正性を確保すべく中⼼的な役割

を担う仕組みを構築し、取締役会による独⽴した客観的な⽴場から業務
執⾏の実効性の⾼い監督を⾏う。 

(v) 株主との間で合理的な範囲で建設的な対話を⾏う。 
 
第２章 株主の権利・平等性の確保 

 
（株主総会） 
第２条 当社は、最⾼意思決定機関である株主総会が、株主との積極的かつ建設的な対話

を⾏う場であるという考えのもと、株主が株主総会議案を⼗分に検討し、適切に
議決権を⾏使できるよう、環境整備に努める。 

２ 当社は、株主が株主総会議案の⼗分な検討期間を確保し、適切に議決権を⾏使す
ることができるよう、株主総会の招集通知を株主総会⽇の３週間前までに発送す
るとともに、発送⽇前までに当社ホームページ等に当該招集通知を開⽰する。 

３ 当社は、多様な株主に配慮して株主総会の招集通知の英訳を⾏うほか、インター
ネットによる議決権⾏使（機関投資家向けの議決権電⼦⾏使プラットフォームな
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ど）を通じ株主総会に出席しない株主を含む全ての株主が適切に議決権を⾏使す
ることのできる環境を整備する。 

４ 取締役会は、株主総会において可決には⾄ったものの相当数の反対票が投じられ
た会社提案議案があった場合、その要因分析を⾏い、株主との対話などの対応の
要否について検討する。 

 
（資本政策） 
第３条   当社は、株主価値の持続的な成⻑を実現する為に、成⻑に必要な投資とリスクを

許容できる株主資本の⽔準を保持することを資本政策の基本的な⽅針とする。  
２  当社は、株主資本当期純利益率（ＲＯＥ）を重要な経営指標の⼀つと捉え、資本

効率の向上を⽬指す。 
３  株主還元（配当）については、安定配当を基本⽅針とし、業績や成⻑分野への投

資などを総合的に勘案し、柔軟に株主還元を⾏う。 
 
（株式の政策保有及び政策保有株式に係る議決権⾏使に関する基本⽅針） 
第４条 当社は、取締役会において、上場株式の政策保有に関する基本⽅針及び政策保有

株式に係る議決権⾏使に関する基本⽅針を別途定める。これらの基本⽅針は、当
社の中⻑期的な企業価値の向上に資するものでなければならない。 

 
（関連当事者間の取引) 
第５条   取締役の競業取引及び取締役と会社との利益相反取引を⾏うにあたっては、当

社及び株主共同の利益が損なわれることのないよう、取締役会の承認を得るもの
とする。また、当該取引を実施した場合には、その事実を取締役会に報告するも
のとし、会社法、⾦融商品取引法等の適⽤ある法令及び東京証券取引所の規則に
従って、関連当事者間取引を開⽰する。 

 
第３章 株主以外のステークホルダーとの適切な協働 
 
（⾏動規範） 
第６条 当社は、持続的な成⻑と中⻑期的な企業価値創出のためには、従業員、顧客、取

引先、債権者、地域社会をはじめとする様々なステークホルダーとの協働が必要
不可⽋であると認識し、当社の社会的責任を踏まえた「経営理念」を制定してい
る。取締役会は、ステークホルダーの利益を考慮・尊重し、適切な協働を実効な
らしめるために、健全な事業活動倫理などについて、「経営理念」に⽴脚した
「役職員⾏動規範」を策定する。 

 
（サステナビリティを巡る取組み） 
第７条  当社グループは、事業を通じて持続可能な社会づくりに貢献することを⽬標と

しており、サステナビリティを巡る課題への対応が、当社の事業継続リスクの
減少のみならず収益機会につながる重要な経営課題であると認識し、サステナ
ビリティ委員会を設置し持続可能な社会の発展に向けた取り組みを積極的・能
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動的に推進する。 
２  当社グループは、中⻑期的な企業価値の向上の観点から、サステナビリティを巡

る取組みについて基本的な⽅針を別途定め開⽰する。 
３  取締役会は、⼈的資本・知的財産への投資等の重要性に鑑み、これらをはじめと

する経営資源の配分や、事業ポートフォリオに関する戦略の実⾏が、企業の持続
的な成⻑に資するよう、実効的に監督を⾏う。 

 
（多様性の確保） 
第８条   当社グループは、国籍、性別、年代、雇⽤形態などにかかわらず、様々な価値観

や考え⽅を受け⼊れることにより多様な⼈材が活躍できる環境を整備する。 
２  当社は、⼥性・外国⼈・中途採⽤者の管理職への登⽤等、中核⼈材の登⽤等にお

ける多様性の確保についての考え⽅と⾃主的かつ測定可能な⽬標を⽰すととも
に、その状況を開⽰する。 

 
第４章 適切な情報開⽰と透明性の確保 
 
（リスク管理、内部統制システム等に関する当社の⽅針の開⽰） 
第９条  取締役会は、会社法その他の適⽤ある法令に基づき、当社グループのリスク管

理、内部統制システム、法令遵守等に関する当社の⽅針を決定し、適時適切に開
⽰する。 

２ 当社は、会社法及び⾦融商品取引法その他の適⽤ある法令ならびに適⽤ある⾦融
商品取引所規則に基づき重要事実を適時開⽰するとともに、株主を始めとしたス
テークホルダーにとって有⽤と考えられる企業情報を適時適切に開⽰すること
で、当社に対する理解促進と経営の透明性及び公正性の確保に努める。また、開
⽰書類で必要とされる情報について、英語でも開⽰する。 

３  当社は、⾃社のサステナビリティについての取組みについて開⽰する。なお、気
候変動に係るリスク及び収益機会が⾃社の事業活動や収益等に与える影響につい
て、必要なデータの収集と分析を⾏い、国際的に確⽴された開⽰の枠組みである
TCFD の枠組みに基づき開⽰する。 

４  当社は、事業ポートフォリオについて経営戦略等の策定・公表に当たっては、⾃
社の資本コストを的確に把握した上で、収益計画や資本政策の基本的な⽅針を⽰
すとともに、収益⼒・資本効率等に関する⽬標を提⽰し、その実現のために、事
業ポートフォリオの⾒直しや、設備投資・研究開発投資・⼈的資本への投資等を
含む経営資源の配分等について説明する。 

 
第５章 コーポレートガバナンス体制と取締役会等の責務 
 
第 1 節 コーポレートガバナンス体制 
 
（機関設計） 
第 10 条 当社は、監査役会設置会社（かつ取締役会、会計監査⼈設置会社）を選択する。
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また、当社は指名・報酬等諮問委員会を設置し、経営の公正・透明性を⾼めると
共に、執⾏役員制度により、経営の監視・監督機能と経営の執⾏機能を分離し、
責任の明確化と意思決定の迅速化を図る。 

 
（取締役会の役割） 
第 11 条 取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ当社が持続的に成⻑

し、中⻑期的な企業価値の向上を実現するため、法令及び定款で定められた事項
ならびに経営戦略や経営計画などの経営に関する重要事項を審議及び決定するほ
か、執⾏役員が⾏う経営資源の配分や、製品ポートフォリオに関する戦略実⾏な
どの業務執⾏に関し、適切なリスクテイクのための環境整備を⾏い、独⽴した客
観的な⽴場から、執⾏役員に対する実効性の⾼い監督を⾏う。 

２  取締役会は、当社グループのコンプライアンスの浸透とリスクマネジメントの確
実性を⾼める観点から、内部統制や全社的サステナビリティ推進体制を整備し、
内部監査部⾨やサステナビリティ委員会を活⽤しつつその運⽤状況を監督する。 

 
（取締役会の構成） 
第 12 条 取締役会の⼈数は１２名以内とし、経営の監督の実効性を確保すべく、独⽴社外

取締役を１／３以上の員数構成とする。 
２ 取締役会は、取締役会の全体としての知識、経験、⾒識、能⼒のバランス、多様

性及び規模に関する考え⽅を定め、各取締役の知識・経験・能⼒等を⼀覧化した
スキル・マトリックスや当社の事業環境を踏まえた全体的バランスを配慮のうえ
最善と判断されるメンバーにより構成する 。 

３  独⽴社外取締役には、他社での経営経験を有する者を含める。 
 

（取締役の資格及び指名⼿続） 
第 13 条 取締役は、性別、年齢及び国籍に関わらず、優れた⼈格、⾒識、能⼒及び豊富な

経験とともに、⾼い倫理観を有している者でなければならない。 
２ 当社は、別途定める「取締役候補者の指名を⾏なう際の⽅針と⼿続き」に従い、

公正・透明性を⾼める観点から指名・報酬諮問委員会において公正かつ厳格な審
議を経て、取締役会にて取締役候補者を決定する。 

３ 当社は、前項「取締役候補者の指名を⾏なう際の⽅針と⼿続き」を開⽰する。 
 
（独⽴社外取締役の役割） 
第 14 条 当社の独⽴社外取締役は、当社の持続的な成⻑を促し中⻑期的な企業価値の向上

を図るとの観点から、経営⽅針や経営の改善について豊富な⾃らの知⾒に基づき
助⾔を⾏い、取締役の選解任その他の重要事項に対する取締役会の意思決定を通
じた経営の監督や、当社と取締役・⽀配株主等との間の利益相反を監督すると共
に、取締役会に対して独⽴、かつ、客観的な⽴場で少数株主をはじめとするステ
ークホルダーの意⾒を反映させることを、その主たる役割とする。 

２ 筆頭独⽴社外取締役は、株主の希望等必要に応じて株主との建設的な対話を
⾏う。 
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（独⽴社外役員における独⽴性判断基準）  
第 15 条 独⽴社外役員における独⽴性の判断については、独⽴性基準を別途定め、開⽰

する。 
 
（独⽴社外役員の他社役員の兼任） 
第 16 条 当社の独⽴社外取締役及び独⽴社外監査役は、当社の他に３社を超えて上場会社

の取締役または監査役を兼任してはならない。 
 
（取締役会議⻑） 
第 17 条 当社の取締役会議⻑は、代表取締役社⻑執⾏役員が務める。 

２ 取締役会議⻑は、取締役会の議論の質を⾼め、取締役会が効果的かつ効率的に運
営できるよう努める。この責務を果たすために、取締役会議⻑は、全ての議案に
ついて⼗分な時間が確保され、また、各取締役が適時に適切な情報を得られるよ
うに配慮する。 

 
（監査役会の役割） 
第 18 条 監査役会は、株主から委託を受けた独⽴の機関として取締役の職務の執⾏を監査、

外部会計監査⼈の選解任や監査報酬に係る権限の⾏使等の役割・責務を果たすこ
とにより、社会的信頼に応える良質なコーポレートガバナンスを確⽴する責務を
負う。 

２  監査役会は、前項の責務を果たすため、取締役等に対し能動的・積極的な意⾒の
表明に努める。 

 
(監査役会の構成) 
第 19 条  監査役会の員数は、定款で定める５名以内とし、うち半数以上を社外監査役とす

る。また、財務及び会計に関する適切な知⾒を有する者を１名以上含むこととす
る。 

 
（監査役の資格及び指名⼿続） 
第 20 条 当社は、別途定める「監査役候補者の指名を⾏なう際の⽅針と⼿続き」に従い、

監査役の選任は株主総会の決議によるものとし、監査役候補者の指名に際しては、
選任基準ならびに構成に関する考え⽅を踏まえ、指名・報酬諮問委員会による答
申ならびに監査役会の同意を得た上で、取締役会において監査役候補者を決定す
る。 

 
第２節 取締役会等の有効性 
 
（指名･報酬諮問委員会の役割） 
第 21 条 当社は、取締役会の諮問委員会として、指名･報酬諮問委員会を置く。 

２  指名･報酬諮問委員会は、取締役候補者・執⾏役員の選任及び取締役・執⾏役
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員の解任について、取締役会に答申する。 
３  指名･報酬諮問委員会は、監査役候補者の選任及び監査役の解任について、取締

役会に答申する。 
４ 指名･報酬諮問委員会は、適切に会社の業績等の評価を⾏い、その評価をそれぞ

れの取締役及び執⾏役員の報酬に反映すべく、取締役会に答申する。 
５  指名･報酬諮問委員会は、取締役及び執⾏役員の報酬等に関する⽅針及び個⼈別

の報酬等の内容について検討し、取締役会に答申する。 
 

（指名・報酬諮問委員会の構成） 
第 22 条 指名･報酬諮問委員会の委員の過半数は独⽴社外取締役とする。 

２  指名・報酬諮問委員会の委員⻑は独⽴社外取締役とする。 
 
（業績評価の指標） 
第 23 条 取締役会は、指名･報酬諮問委員会とも適宜協議の上、取締役会、指名･報酬諮問

委員会が代表取締役社⻑、各取締役及び各執⾏役員の業績評価をする際に⽤いる
べき株主資本当期純利益率（ＲＯＥ）その他の経営指標及びその⽬標値を随時設
定する。 

 
（後継者の計画） 
第 24 条 取締役会は、代表取締役社⻑等の後継者育成が、当社が持続的に成⻑するための

重要な課題のひとつであると認識し、指名･報酬諮問委員会に諮問し、答申を経
た上で、代表取締役社⻑執⾏役員等の後継者の計画を定期的に⾒直す。 

 
（取締役、監査役及び執⾏役員に対するトレーニング） 
第 25 条 当社は、取締役、監査役及び執⾏役員全員を対象として年１回研修を⾏い、取締

役、監査役及び執⾏役員に求められる役割と責務を⼗分に理解するための知識の
習得や更新の機会を提供する。 

２ 新任取締役、新任監査役及び新任執⾏役員に対し、取締役、監査役及び執⾏役員
の役割責務、受託者責任、法律知識に関するセミナーの受講や、当社グループの
事業、財務、組織、業界、規制環境等についての知識を得る為のトレーニングへ
の参加機会を提供する。また、取締役、監査役及び執⾏役員に対し、継続研修と
して、適宜、業界に関する規制環境等の知識を更新する機会を提供する。なお、
必要に応じ、外部セミナーへの参加等も⾏い、その費⽤については、役員の請求
により当社が負担する。 

 
（取締役会の審議の活性化） 
第 26 条 取締役会は、翌事業年度における年間取締役会開催予定⽇をあらかじめ決定し、

予想される審議事項とともに取締役及び監査役に通知する。 
２ 取締役会の議題及び議案に関する資料は、各回の取締役会において建設的な議論

が⾏われるよう、取締役会の会⽇に⼗分に先⽴って、社外取締役を含む各取締役
に配付するとともに、必要に応じ事前説明を⾏うなど適性かつ⼗分な情報提供に
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努める。 
 
（独⽴社外取締役及び監査役による社内情報⼊⼿と⽀援体制） 
第 27 条 当社の独⽴社外取締役及び監査役は、必要があるときまたは適切と考えるときに

はいつでも、社内取締役、執⾏役員及び従業員に対して説明若しくは報告を求め、
または社内資料の提出を求めることができる。 

２ 内部監査部⾨は、各部⾨の業務執⾏状況の監査を実施し、その結果を定期的に、
取締役会に報告する。  

３   当社は、社外取締役及び社外監査役の適切な職務遂⾏を確保すべく、適切な予算
を付与するとともに、取締役会事務局、監査役会事務局を設置することができる。 

 
（取締役会の実効性の評価） 
第 28 条 取締役は、取締役会の実効性について事業年度毎に⾃⼰評価を⾏い、その結果を

取締役会に提出する。取締役会は、各取締役の取締役会の実効性についての⾃⼰
評価に基づき、毎年、取締役会全体の実効性について分析・評価を⾏い、その結
果の概要を適時適切に開⽰する。 

 
第３節 報酬制度 
 
（取締役及び執⾏役員の報酬等） 
第 29 条取締役会は、取締役及び執⾏役員の報酬等につき、透明性・客観性を⾼めるため、

指名･報酬諮問委員会による答申を踏まえ、取締役の報酬等については、株主総
会で承認を受けた取締役の報酬総額の範囲内で、また、執⾏役員の報酬等につい
ては、取締役会で決定した報酬の範囲内で、取締役会にて決定する。 

２ 取締役及び執⾏役員の報酬等は、その役割と責務に相応しい⽔準となるよう、企
業業績と中⻑期の企業価値の持続的な向上に対する動機付けに配慮した体系とす
る。なお、取締役及び執⾏役員の報酬等は、同⽅針に基づき、固定額の基本報酬
と、短期及び中⻑期の業績と連動する業績連動報酬で構成する。 

３ 独⽴社外取締役の報酬等は、独⽴性確保の観点及び⾮業務執⾏であることから固
定額の基本報酬のみとする。 

 
（監査役の報酬等） 
第 30 条 監査役会は、監査役の報酬等につき、独⽴性確保の観点から、固定額の基本報酬

のみとする。また、報酬の決定に際し、監査業務の分担の状況を考慮し、株主総
会で承認を受けた報酬総額の範囲内で、監査役の協議をもって各監査役が受ける
報酬等の額を決定する。 

 
第６章 株主との対話 
 
（株主との対話） 
第 31 条 当社は、会社の持続的な成⻑と中⻑期的な企業価値の向上に資するよう「株主
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との建設的な対話を促進するための体制整備・取組みに関する⽅針」を別途定
め、開⽰する。 

 
第７章 制定・改廃 
 
（制定・改廃） 
第 32 条 本⽅針は、取締役会の決議により制定・改廃する。 

以上 
 

 
2022 年４⽉１⽇ 
株式会社⽇本エム・ディ・エム取締役会 
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（別紙） 
独⽴役員にかかる独⽴性判断基準 
 
1. 以下各号のいずれにも該当しない場合に、当該候補者は独⽴性を有するものと判

断する。 
① 当社または当社の関係会社の業務執⾏者である者、または過去において業務

執⾏者であった者。またその者の近親者（配偶者、三親等内の親族もしくは
同居の親族） 

② 当社または⼦会社の主要な取引先である者。それらの者が会社等の法⼈であ
る場合、当該法⼈、その親会社、または重要な⼦会社の業務執⾏者である
者、または最近 3 年間において業務執⾏者であった者。また、その者の近親
者（配偶者、三親等内の親族もしくは同居の親族） 

③ 当社の現在の⼤株主（議決権所有割合 10％以上）である者。それらの者が
会社等の法⼈である場合、当該法⼈、その親会社、または重要な⼦会社の業
務執⾏者である者、または最近３年間において業務執⾏者であった者。 

④ 現在、当社または⼦会社の会計監査⼈または当該会計監査⼈の社員等である
者。 

⑤ 法律事務所、監査法⼈、税理⼠事務所、コンサルティングファーム等であっ
て、当社または⼦会社を主要な取引先とする法⼈の業務執⾏者である者、ま
たは最近３年間において業務執⾏者であった者。またその者の近親者（配偶
者、三親等内の親族もしくは同居の親族） 

⑥ 最近３年間において、当社または⼦会社からの多額の⾦銭を受領している弁
護⼠、公認会計⼠または税理⼠その他コンサルタント等の個⼈である者。ま
たその者の近親者（配偶者、三親等内の親族もしくは同居の親族） 

⑦ 当社または⼦会社から多額の寄付⾦を受領している者。それらの者が会社等
の法⼈である場合、当該法⼈、その親会社、または重要な⼦会社の業務執⾏
者である者、または最近３年間において業務執⾏者であった者。 

 
2. 当社は、取引先または寄付⾦等について、以下の基準を充⾜する場合には、当該

独⽴役員の独⽴性が⼗分に認められ、株主の議決権⾏使の判断に影響を及ぼすお
それが無いものと判断し、「主要な取引先」ないしは「多額の寄付⾦等」に該当
しないものとする。 
① 取引先との取引⾦額が売上⾼の２％未満 
② 寄付⾦等は年間 1,000 万円未満 

 
以上 


